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AI・ロボティクスの実証実験・導入状況等調査結果（ＡＩ）

○ スマート自治体研究会事務局（県市町村課）において、山梨県内の市町村を対象に、「ＡＩ・ロボティクスの実証実
験・導入状況等調査」を実施。（令和2年11月１日現在）

○ その結果、ＡＩを１業務でも導入（実証実験含む）している団体は約22％であり、導入（実証実験も含む）予定
の団体は約15％であった。

ＡＩの実証実験・導入状況

令和元年度 令和２年度

※導入は実証実験も含む。

導入予定もなく、検討もしていない団体は約
3割で昨年度と⽐較して減少傾向にある。

昨年度と⽐較して3団体増。

導入済み
6

22%

導入予定
4

15%
導入予定はない
が、担当課レベルで
検討している

8
30%

導入予定もなく、
検討もしていない

9
33%

導入済み
3

11%
導入予定
2
8%

導入予定はない
が、担当課レベルで
検討している

9
33%

導入予定もなく、
検討もしていない

13
48%

AI・ロボティクスの実証実験・導入状況等調査結果（ＲＰＡ）

○ ＲＰＡを１業務でも導入（実証実験含む）している団体は約22％で、導入（実証実験を含む）予定の団体は
約11％であった。

RPAの実証実験・導入状況

令和元年度 令和２年度

※導入は実証実験も含む。

昨年度と⽐較して3団体増。

導入済み
6

22%

導入予定
3

11%導入予定はないが、
担当課レベルで検討

している
9

34%

導入予定もなく、
検討もしていない

9
33%

導入済み
3

11%
導入予定
4

15%

導入予定はない
が、担当課レベル
で検討している

8
30%

導入予定もなく、
検討もしていない

12
44%

37

導入予定もなく、検討もしてい
ない団体は約3割で昨年度と
⽐較して減少傾向にある。
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スマート自治体研究会設置要綱 

（目的） 

第１ 将来の社会経済情勢の変化に対応し、県内市町村が時代に合わせてより良い住民サ

ービスを提供できるよう、県と市町村が、ともに行政内部の業務効率化を研究するための

スマート自治体研究会（以下「研究会」という。）を設置する。 

 

（所管事項） 

第２ 研究会は、市町村における行政内部の業務を効率化する方策について研究する。 

 

（構成） 

第３ 研究会は、別表に掲げる団体に所属する職員をもって構成する。 

２ 研究会に進行役を置き、山梨県総務部市町村課行政選挙担当課長補佐をもって充てる。 

３ 進行役に事故があるとき、又は不在のときは、あらかじめ進行役が指名する者が代理す

る。 

４ 進行役は、必要に応じて、構成員以外の者を研究会に出席させることができる。 

 

（庶務） 

第４ 研究会の庶務は、山梨県総務部市町村課において行う。 

 

（その他） 

第５ この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関して必要な事項は、進行役が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年１２月１１日から施行する。 

 

改正附則 

この要綱は、令和元年５月２４日から施行する。 

 

別表 

団体名 

（県） 

山梨県 

（市町村） 

甲府市、都留市、大月市、甲斐市、北杜市、富士川町、昭和町、山中湖村、鳴沢村、

富士河口湖町 
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スマート自治体研究会 構成員名簿 

 

（令和２年度） 

 

 

 

【構成員】 

 

角田 哲    甲府市総務部業務効率課係長 

酒井 駿    都留市総務部企画課主事 

鈴木 唯一   大月市企画財政課主任 

有賀 翼    北杜市政策秘書部政策推進課主任 

矢崎 英史   甲斐市企画政策部企画財政課主査 

石部 大雅   富士川町政策秘書課主任 

塩田 将大   昭和町総務課主任 

坂本 勝巳   山中湖村総合政策課副主査 

渡辺 隆志   鳴沢村総務課主幹 

堀内  拓   富士河口湖町政策企画課係長 

 

 

【事務局】 

 

古屋 登士匡  山梨県市町村課課長 

西巻 真人   山梨県市町村課主査 

保坂 明日実  山梨県市町村課主事 

 

 

【オブザーバー】 

 

村松 広幸   山梨県市長会次長 

石原 弘崇   山梨県町村会振興課主幹 

 

（順不同、敬称略） 
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「平成 30 年度地方公共団体における行政手続のオンライン利用の状況」より 

（総務省 R2.3.30 公表） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

41 

 

 
 
 
○ 第１条 利用者のニーズから出発する 

提供者の視点ではなく、利用者の視点に立って、何が必要なのかを考える。
様々な利用者がいる場合には、それぞれの利用者像を想定し、様々な立場か
ら検討する。サービス提供側の職員も重要な利用者として考える。ニーズを
把握するだけでなく、分析によって利用者が抱える課題・問題を浮き彫りに
し、サービスの向上につなげる。 

 
○ 第２条 事実を詳細に把握する 

実態の十分な分析を伴わない思い込みや仮説に基づいてサービスを設計す

るのではなく、現場では何が起きているのか、事実に基づいて細かな粒度で
一つ一つ徹底的に実態を把握し、課題の可視化と因果関係の整理を行った上
でサービスの検討に反映する。データに基づく定量的な分析も重要である。 

 
○ 第３条 エンドツーエンドで考える 

利用者のニーズの分析に当たっては、個々のサービスや手続のみを切り取
って検討するのではなく、サービスを受ける必要が生じたときからサービス
の提供後までエンドツーエンドの、他の行政機関や民間企業が担うサービス
の利用まで含めた利用者の行動全体を一連の流れとして考える。 

 
○ 第４条 全ての関係者に気を配る 

サービスは様々な関係者によって成り立っている。利用者だけでなく、全

ての関係者についてどのような影響が発生するかを分析し、Win-Win を目指
す。また、デジタル機器が使えない人も、デジタル技術を活用することによ
って便益を享受できるような仕組みを考える。 

 

○ 第５条 サービスはシンプルにする 
利用者が容易に理解でき、かつ、容易に利用できるようにシンプルに設計

する。初めて利用する人やデジタル技術に詳しくない人でも、複雑なマニュ
アルに頼らずとも、自力でサービスを利用して完結できる状態を目指す。ま
た、行政が提供する情報や、利用者に提出や入力を求める情報は、真に必要
なものに限定する。 

 
○ 第６条 デジタル技術を活用し、サービスの価値を高める 

サービスには一貫してデジタル技術を用い、利用者が受ける便益を向上さ
せる。技術の進展に対応するため、IoT（Internet of Things）や AI（Artificial 
Intelligence）などの新技術の導入についても積極的に検討する。これまでデ
ジタル以外の手段で提供してきたものであっても、業務の見直しによるデジ
タルへの移行の可能性を検討し、サービスの改善を図る。また、情報セキュ
リティ対策とプライバシーの確保はサービスの価値を向上させるための手段
であることを認識した上で、デジタル技術の活用によってサービスをセキュ
アに構築する。 

サービス設計 12 箇条 
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○ 第７条 利用者の日常体験に溶け込む 

サービスの利用費用を低減し、より多くの場面で利用者にサービスを届け
るために、既存の民間サービスに融合された形で行政サービスの提供を行う
など、利用者が日常的に多くの接点を持つサービスやプラットフォームとと
もにサービスが提供されるような設計を心掛ける。 

 
○ 第８条 自分で作りすぎない 

サービスを一から自分で作るのではなく、既存の情報システムの再利用や
そこで得られたノウハウの活用、クラウドサービス等の民間サービスの利用
を検討する。また、サービスによって実現したい状態は、既存の民間サービ
スで達成できないか等、行政自らがサービスを作る必要性についても検討す

る。過剰な機能や独自技術の活用を避け、API 連携等によってほかで利用さ
れることを考慮し、共有できるものとするよう心掛ける。 

 
○ 第９条 オープンにサービスを作る 

サービスの質を向上させるために、サービス設計時には利用者や関係者を
検討に巻き込み、意見を取り入れる。検討経緯や決定理由、サービス開始後
の提供状況や品質等の状況について、可能な限り公開する。 

 
○ 第 10 条 何度も繰り返す 

試行的にサービスの提供や業務を実施し、利用者や関係者からの意見を踏
まえてサービスの見直しを行うなど、何度も確認と改善のプロセスを繰り返
しながら品質を向上させる。サービス開始後も、継続的に利用者や関係者か

らの意見を収集し、常に改善を図る。 
 
○ 第 11 条 一遍にやらず、一貫してやる 

困難なプロジェクトであればあるほど、全てを一度に実施しようとしては

ならない。まずビジョンを明確にした上で、優先順位や実現可能性を考えて
段階的に実施する。成功や失敗、それによる軌道修正を積み重ねながら一貫
性をもって取り組む。 

 
○ 第 12 条 情報システムではなくサービスを作る 

サービスによって利用者が得る便益を第一に考え、実現手段である情報シ
ステム化に固執しない。全てを情報システムで実現するのではなく、必要に
応じて人手によるサービス等を組み合わせることによって、最良のサービス

を利用者に提供することが目的である。 

 


